
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報 

１．基本的な考え方 

  企業価値を継続的に向上させて、株主をはじめとする全てのステークホルダーから信頼される企業の実現のために、コーポレート・ガバナンス 
を経営上の需要な課題として位置付け、経営管理体制の整備や監査機能の充実を行い、法令・定款遵守と企業倫理を徹底するとともに、内部統制 
システムおよびリスクマネージメントシステムの整備に努めてまいります。 
＜ノエビアグループ基本方針＞ 
ノエビアグループは、企業価値をより高められるよう努めるとともに、企業の社会的責任として定めた以下の５つの責任を果します。 
また、全てのステークホルダーの皆さまに対し、当グループに関する重要な情報（経営関連情報および財務情報等）を公正かつ適時適切に開示 
いたします。 
1.お客さま・お取引先さまに対する責任 
2.株主さまに対する責任 
3.社員に対する責任 
4.社会に対する責任 
5.環境に対する責任 
＜ノエビアグループ行動規範＞ 
ノエビアグループの役員および従業員は、基本方針を踏まえ、法令はもとより社会のルールを遵守して公正に活動し、行動規範として以下に 
定めた事項について一人ひとりが会社の代表であるとの明確な自覚と責任を持つものといたします。 
1.法令等の遵守 
2.利益相反の防止 
3.インサイダー取引の防止 
4.個人情報・機密情報の保護 
5.反社会的勢力に対する姿勢 
6.社会的に不相当な接待・贈答の授受禁止 
7.人権の尊重 
8.プライバシー保護 
9.ハラスメントの禁止 
10.職場における政治活動・宗教活動の禁止  

２．資本構成 

【大株主の状況】

 

補足説明

 

(1)上記、大株主の状況等資本構成は、2011年９月30日現在のものです。 
(2)2011年11月17日に、3,880,000株の自己株式を取得し、11月28日に3,880,020株を消却しました。この消却により、発行済株式総数は37,442,840株と
なりました。  

３．企業属性 

コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCE Noevir Holdings Co.,Ltd.

最終更新日：2011年12月12日

株式会社ノエビアホールディングス
代表取締役社長 大倉 俊

問合せ先：078-303-5101
証券コード：4928

http://www.noevirholdings.co.jp

当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

外国人株式保有比率 10%未満

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）
大倉 昊 8,438,000 20.41

株式会社エヌ・アイ・アイ 6,972,200 16.87

有限会社大倉興産 4,491,000 10.86

大倉 俊 3,699,000 8.95

ノエビアホールディングス従業員持株会 1,205,700 2.91

株式会社三井住友銀行 900,000 2.17

株式会社みずほ銀行 600,000 1.45

住友生命保険相互会社 300,000 0.72

日本コルマー株式会社 300,000 0.72

山本 清美 196,000 0.47

支配株主（親会社を除く）の有無 大倉 昊

親会社の有無 なし

上場取引所及び市場区分 東京 第二部



４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 

当社代表取締役会長大倉昊は、その近親者および近親者等が議決権の過半数を所有する会社を含め、当社発行株式総数の過半数を所有して 
おり支配株主にあたります。 
当社と支配株主との取引は、報告日現在行われておらず、予定もありません。なお、将来的に支配株主との取引が発生する場合においては、他の 
一般取引と同様の適切な条件とすることを基本方針とし、取締役会にて取引内容及び条件の妥当性を検討のうえ取引実行の是非を決定する等、 
会社ひいては少数株主を害することのないよう適切に対応してまいります。  

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 

親会社及び上場子会社は有しておりませんので、その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情はございません。 

決算期 9 月

業種 化学

直前事業年度末における（連結）従業員
数

1000人以上

直前事業年度における（連結）売上高 100億円以上1000億円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社以上50社未満



Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 

１．機関構成・組織運営等に係る事項 

【取締役関係】 

会社との関係(1) 

※１ 会社との関係についての選択項目 

会社との関係(2) 

【監査役関係】 

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

 

＜連携状況＞ 
監査役３名は、取締役会に出席して意見を述べるほか、経営全般の監視に当たります。監査役会には会計監査人や内部監査室が随時出席し、 

組織形態 監査役設置会社

定款上の取締役の員数 15 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 7 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 1 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

1 名

氏名 属性
会社との関係(※１)

a b c d e f g h i
田中早苗 他の会社の出身者        ○  

a 親会社出身である
b 他の関係会社出身である
c 当該会社の大株主である
d 他の会社の社外取締役又は社外監査役を兼任している
e 他の会社の業務執行取締役、執行役等である
f 当該会社又は当該会社の特定関係事業者の業務執行取締役、執行役等の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずる者である
g 当該会社の親会社又は当該親会社の子会社から役員としての報酬等その他の財産上の利益を受けている
h 本人と当該会社との間で責任限定契約を締結している
i その他

氏名 独立
役員

適合項目に関する補足説明
当該社外取締役を選任している理由（独立
役員に指定している場合は、独立役員に指

定した理由を含む）

田中早苗 ○

田中早苗法律事務所代表 
財団法人国際保険振興会理事 
株式会社テレビ朝日放送番組審議会委員 
独立役員

弁護士としての豊富な経験と幅広い見識を 
もとに社外取締役として選任しており、当社 
の経営に対して公正・中立な立場を保持し 
ております。 
また独立性に関しても、一般株主と利益相反 
の生じるおそれがないと判断し、独立役員に 
指定しました。

監査役会の設置の有無 設置している

定款上の監査役の員数 4 名

監査役の人数 3 名



各々の情報の共有を図るなど、相互に連携をとり効果的な三様監査の実現に努めます。 
 
＜会計監査人の情報＞ 
会計監査人の名称は、有限責任監査法人トーマツです。 
 
内部監査室は、年次監査計画に基づき、業務活動全般にわたる監査を実施します。監査結果は代表取締役社長および監査役に報告します。 
また、内部監査室は内部統制報告制度において、体制整備・運用状況について、点検・評価し、取締役会に報告します。 

会社との関係(1) 

※１ 会社との関係についての選択項目 

会社との関係(2) 

【独立役員関係】 

その他独立役員に関する事項 

―――  

【インセンティブ関係】 

該当項目に関する補足説明 

ー  

社外監査役の選任状況 選任している

社外監査役の人数 2 名

社外監査役のうち独立役員に指定され
ている人数

2 名

氏名 属性
会社との関係(1)

a b c d e f g h i
上田正和 他の会社の出身者        ○  

寄田和宏 他の会社の出身者        ○  

a 親会社出身である
b その他の関係会社出身である
c 当該会社の大株主である
d 他の会社の社外取締役又は社外監査役を兼任している
e 他の会社の業務執行取締役、執行役等である
f 当該会社又は当該会社の特定関係事業者の業務執行取締役、執行役等の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずるものである
g 当該会社の親会社又は当該親会社の子会社から役員としての報酬等その他の財産上の利益を受けている
h 本人と当該会社との間で責任限定契約を締結している
i その他

氏名
独立
役員 適合項目に関する補足説明

当該社外監査役を選任している理由（独立
役員に指定している場合は、独立役員に指

定した理由を含む）

上田正和 ○
上田法律事務所代表 
大宮法科大学院大学教授 
独立役員

弁護士としての豊富な経験と法科大学院大学 
教授としての専門的見識をもとに社外監査役 
として選任しており、当社の経営に対して公正 
・中立な立場を保持しております。 
また独立性に関しても、一般株主と利益相反 
の生じるおそれがないと判断し、独立役員に 
指定しました。 

寄田和宏 ○
寄田公認会計士事務所代表 
監査法人はるか代表社員 
独立役員

公認会計士および税理士としての豊富な経験 
と監査法人代表社員としての専門的見識をも 
とに社外監査役として選任しており、当社の 
経営に対して公正・中立な立場を保持して 
おります。 
また独立性に関しても、一般株主と利益相反 
の生じるおそれがないと判断し、独立役員に 
指定しました。 

独立役員の人数 3 名

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

実施していない



該当項目に関する補足説明 

―――  

【取締役報酬関係】 

該当項目に関する補足説明 

取締役・監査役別の総額を有価証券報告書および事業報告書に記載しております。  

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 

1. 報酬額の決定に関する方針 
当社の役員報酬は、取締役においては会社及び個人の業績との連動性を高めた報酬となっております。監査役においては、適法、適正な監査の 
実施のため、業績に影響されない固定報酬となっております。各監査役の能力、監査実績などを総合的に勘案し監査役会の協議にて決定する 
こととしております。 
2. 役員報酬等の決定方法 
取締役及び監査役の報酬額は、株主総会において承認された各々の総額の範囲内で、取締役は会社及び個人業績をもとに取締役会の協議に 
基づいて、監査役は各監査役の能力、監査実績などを勘案し監査役会の協議に基づいて配分しております。  

【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】 

＜社外取締役および監査役の補佐＞ 
社外取締役および監査役を補佐する担当セクションである総務部に担当者を設置し、取締役会の出席確認のほか必要な事務連絡窓口としていま
す。 
＜社外取締役および監査役に対する情報伝達体制の概要＞ 
社外取締役および監査役に、取締役会・監査役会の議案や資料を事前に連絡します。 
また、社外監査役には常勤監査役が必要な情報を提供しています。  

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

 

＜業務執行＞ 
  会社の業務執行が全体として適正かつ健全に行われるため、取締役会は企業統治を一層強化する観点から、実効性ある内部統制システム 
の構築と会社による全体としての法令・定款遵守の体制確立に努めます。 
当社の取締役会は取締役７名で構成され、運営につきましては、月一回の定例取締役会のほか、必要に応じて機動的に臨時取締役会を開催し、 
法令に定められた事項や経営に関する重要事項を決定するとともに、業務執行の状況について監督しております。 
また、取締役会の意思決定および監督機能の強化、業務執行責任の明確化・迅速性を図り、コーポレート・ガバナンス体制の強化を目的に、 
執行役員制度を導入しております。取締役会により選任された執行役員は、取締役会にて決定された経営方針に従って、当社業務を執行いたし 
ます。 
＜監査・監督＞ 
  当社は監査役会設置会社制度を採用し、常勤監査役１名と非常勤監査役２名が監査役会を構成します。非常勤監査役は２名とも社外監査役 
であります。また、複数の法律事務所と顧問契約を締結し、法律上のアドバイスを受けております。 
代表取締役社長直轄下に「内部監査室」を設置し、７名体制により定期的に各部門の内部監査を実施しております。その他緊急を要する事項等 
については、その都度機動的に対応します。 
＜内部監査および監査役監査の状況＞ 
  内部監査室は、年次監査計画に基づき、業務活動全般にわたる監査を実施します。監査結果は代表取締役社長および監査役に報告をしてお 
ります。また、内部監査室は内部統制報告制度において、体制整備・運用状況について点検・評価し、結果を取締会に報告しております。 
監査役３名は、取締役会に出席して意見を述べるほか、経営全般の監視に当たります。 
監査役会には会計監査人や内部監査室が随時出席し、各々の情報の共有を図るなど、相互に連携をとり効果的な三様監査の実現に努めます。 
＜会計監査の状況＞ 
  当社は、有限責任監査法人トーマツと監査契約し、会社法に基づく会計監査及び金融商品取引法に基づく会計監査を受けております。 
業務を執行した公認会計士の氏名及び所属する監査法人名 
指定有限責任社員業務執行社員 新免和久 有限責任監査法人トーマツ 
指定有限責任社員業務執行社員 三浦宏和 有限責任監査法人トーマツ 
監査業務に係る補助者の構成 
公認会計士 11名 その他 ６名  

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由 

 当社は、重要な意思決定および執行役員による業務執行の監督を取締役会が担い、業務の適法性・適正性監査を担う監査役会設置制度を採 
用しております。また、社外取締役１名、社外監査役２名を選任し、公正・中立的な立場で取締役会に対する十分な監視機能を発揮するため、現状 
のコーポレート・ガバナンス体制を選択しております。  

ストックオプションの付与対象者

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

報酬の額又はその算定方法の決定方
針の有無

あり



Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況 

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況 

２．ＩＲに関する活動状況

 

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

 

補足説明

その他

＜株主総会に対する会社の姿勢＞ 
株主総会は株主さまによる会社の意思決定機関であるため、株主さまの取締役、監査役に 
対する質問につきましては、適切に説明がなされるよう議事を運営し、同時に適法かつ合理 
的な審議が行われるよう適正に議事を整理することが肝要と考えております。

補足説明
代表者自身
による説明

の有無

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

中間期（5月）および期末（11月）に定期的に実施 あり

IR資料のホームページ掲載
各種投資家向け情報を掲載（一部、英語版も掲載） 
ニュースリリース、財務情報、決算情報、ＩＲ資料室（決算短信、有価証券報告 
書、アニュアルレポート）、株主総会情報、株主優待情報、ＩＲカレンダーなど

IRに関する部署（担当者）の設置 専任部署として「経営企画部 広報・ＩＲグループ」を設置

補足説明

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施

（株）ノエビアでは、ＩＳＯ14001認証および活動、滋賀工場の緑化における内閣総理大臣表彰 
の受賞、滋賀県との災害時のヘリ応援協定、東日本大震災の際には、社用機で被災地への 
医師団、支援物資の輸送を行いました。また、2008年に阪神・淡路大震災復興計画の一環で 
ある「六甲山系グリーンベルト整備事業」に民間企業として初めて参画、2010年３月21日より、 
使用済み容器のリサイクル活動「ノエビア グリーンリサイクル」および、子供たちが担う未来 
の自然環境を考えるプロジェクト「ノエビア グリーン基金」を開始し、同年５月より、一般公募 
による親子の「環境教室」を開催しています。 
常盤薬品工業（株）の三重工場では、環境活動の推進体制として「安全衛生委員会」、 
「省エネ・環境委員会」、「節電対策委員会」を設置しています。工場で使用しているエネルギー 
を原油換算しCO2排出量を算出し、社員一丸となり地球温暖化防止に努めております。 
また、工場から出る排水を処理するための汚泥を肥料化したり、廃水を飼料化するなど、 
廃棄物の削減と有効利用に努めています。

ステークホルダーに対する情報提供に
係る方針等の策定

ノエビアグループ基本方針において、全てのステークホルダーの皆さまに対し、当グループに 
関する重要な情報（経営関連情報および財務情報等）を公正かつ適時適切に開示する旨を 
規定しております。 



Ⅳ内部統制システム等に関する事項 

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況 

＜内部統制システムに関する基本的な考え方およびその整備状況＞ 
当社の内部統制システムの基本方針は以下のとおりです。 
1.取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制 
会社の業務執行が全体として適正かつ健全に行われるため、取締役会は企業統治を一層強化する観点から、 
実効性ある内部統制システムの構築と会社による全体としての法令・定款遵守の体制確立に努める。 
 
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制 
取締役会議事録、稟議書その他その職務の執行にかかる情報を「文書保存・処分規程」および「情報システム基本規程」等に従い、適切に保存し、 
管理する。 
 
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制 
(1)当社の業務執行に係るリスクを認識し、リスクが発生したときの対応のために「危機管理規程」に従い、リスク管理体制を明確にする。 
(2)不測の事態が発生した場合には、リスク管理に関する委員会を設置し、代表取締役社長がその委員長の任にあたり、損害の拡大を防止しこれを 
最小限に止める体制を整える。 
(3)「機密管理規程」および「個人情報保護規程」等に従い、適切な機密管理および個人情報保護管理を実施する。 
 
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 
(1)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として、月一回の定例取締役会のほか、必要に応じて機動的に随時 
取締役会を開催し、法令に定められた事項や経営に関する重要事項を決定するとともに職務執行の状況について監督する。 
(2)「取締役会規程」「職務権限規程」および「稟議規程」に基づく職務権限・意思決定ルールにより適正かつ効率的に職務の執行が行われる体制を 
確保する。 
(3)策定した中期経営計画に従い、目標達成に向け職務を執行する。 
(4)取締役会の意思決定および監督機能の強化、業務執行責任の明確化・迅速性を図り、コーポレート・ガバナンス体制の強化を目的に、執行役員 
制度を導入する。取締役会により選任された執行役員は、取締役会にて決定された経営方針に従って、当社業務を執行する。 
 
5.使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制 
(1)コンプライアンス体制の基礎として、「ノエビアグループ基本方針」および「ノエビアグループ行動規範」に従い、不正や反社会的行為を禁止し、 
その浸透を図る。 
(2)法務部門の強化を行い、コンプライアンス体制の充実を図る。 
(3)内部通報制度に関しては、「公益通報規程」に従い、通報者の保護を図るとともに透明性を維持した的確な対処の体制を整備する。 
(4)内部監査室の複数の専任体制により、定期的に各部門の内部監査を実施する。 
(5)必要に応じて外部の専門家等を起用し、法令・定款違反行為を未然に防止する。 
 
6.当社グループにおける業務の適正を確保するための体制 
(1)企業の社会的責任を果すためおよび法令・定款はもとより社会のルールを遵守して公正に活動するために、「ノエビアグループ基本方針」および 
「ノエビアグループ行動規範」に従い、適切に実施できるように浸透を図る。 
(2)当社と子会社とが相互に密接な連携のもとに経営を円滑に遂行し、総合的に事業の発展を図るために「関係会社規程」に従い、実施する。 
(3)関係会社の経営については、その自主性を尊重しつつ、事業内容の定期的な報告と重要案件についての事前協議を行う。 
(4)子会社ごとに当社の取締役の中から責任担当を決め、事業の総括的な管理を行う。 
(5)当社の内部監査を子会社にも適用し、実施する。 
 
7.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項およびその使用人の取締役からの独立性に 
関する事項監査役は、必要に応じて、監査役の業務補助のため補助者を置くこととし、その人事については、監査役会の同意のもと、取締役会が 
決定し、取締役会からの独立を確保する。 
 
8.取締役および使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制 
取締役および使用人は、職務執行に関して重大な法令・定款違反もしくは不正行為の事実、または会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を 
知ったときは、遅滞なく監査役会に報告する。また、事業・組織に重大な影響を及ぼす決定についても、遅滞なく監査役会に報告する。 
 
9.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 
(1)監査役は、代表取締役と可能な限り会合を持ち、業務報告とは別に会社運営に関する意見交換を行うほか、意思の疎通を図るものとする。 
(2)監査役は、会計監査人および内部監査室とそれぞれ定期的に意見交換を実施する。 
 
10.財務報告の信頼性を確保するための体制 
財務報告の信頼性を確保するため、財務報告に係る内部統制の整備・運用を適切に行う。また、その有効性を継続的に評価し、必要な改善策を 
実施する。 

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況 

反社会的勢力に対しては、一切の関係を遮断し、不当要求等に対しては、断固拒否する。 
「ノエビアグループ行動規範」や「従業員就業規則」ならびに「危機管理規程」に、反社会的勢力排除に向けた姿勢を明示し、社員へ徹底を図ると 
ともに、以下のとおり社内体制を整備する。 
反社会的勢力排除については、対応部署を総務部とし、神戸の企業防衛対策協議会に参画して関連情報を収集するとともに、弁護士や所轄警察署
など外部専門機関との連携を強化し、組織的に対応する。 



Ⅴその他 

１．買収防衛策の導入の有無 

該当項目に関する補足説明 

現在は、買収防衛策は導入しておりません。  

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項 

―――  

買収防衛策の導入の有無 なし



 



適 時 開 示 体 制 の 概 要 

 

【適時開示の基本方針】 

当社の情報開示に関する基本方針は、すべてのステークホルダーに対して当社に

対する理解を深め適正な評価を得るために、証券取引所の定める適時開示規則等

に則って、重要な情報の公正・公平かつ適時・適切な開示を行うことです。 

次の基本原則に基づき、積極的に取り組んでまいります。 

・適時・適切な情報開示 

・正確・公平な情報開示 

・自発的・継続的な情報開示 

なお、内部情報の取り扱いに関しては、内部者取引管理規程を制定し、情報管理

の徹底を図っています。 

 

【適時開示の社内体制】（グループ会社含む） 

１．発生事実に関する情報  

適時開示規則上、開示が求められる発生事実に関する情報は、情報管理担当

者（各部室長およびグループ各社社長）から情報管理担当部室（総務部、経

理部、経営企画部）に集約する体制をとり、各部室担当執行役員および各部

室担当役員へ報告し、各部室担当役員より代表取締役に報告の上、適時開示

の要否を決定し、情報管理責任者（総務部担当執行役員および経理部担当執

行役員）より情報開示を行います。取締役会にて承認を必要とする事項につ

いては、承認後遅滞なく開示しますが、迅速性・適時性を確保するために代

表取締役の承認により適時開示を行う場合があります（別途の取締役会にお

いて、事後承認または、事後報告を行う）。 

２．決定事実に関する情報  

取締役会にて決議・報告される決定事実に関する情報は、各部室担当役員が

適時開示の要否を決定し、情報管理責任者（総務部担当執行役員および経理

部担当執行役員）より情報開示を行います。 

３．決算に関する情報  

適時開示規則上、開示が求められる決算に関する情報は、取締役会の承認を

得た後、情報管理責任者（経理部担当執行役員）より情報開示を行います。 

４．外部専門家の活用 

適時開示に関して当社内で疑義が生じた場合には、専門性を持つ弁護士や監

査法人等の外部専門家に速やかに照会する体制をとっております。 



 

【適時開示の社内体制】（グループ会社含む） 

 

 

発生事実に関する情報 決定事実に関する情報 決算に関する情報

情報管理担当者 
各部室長、グループ各社社長 

情報管理担当部室 

総務部 経理部 経営企画部

外部専門家 
弁護士・監査法人 

各部室担当役員 

代表取締役

取締役会

証券取引所 

各部室担当執行役員 

情報管理責任者 

（総務部担当執行役員および経理部担当執行役員） 
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